
 

 

船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 旅客船 宮島 

   船舶番号 １３４１１４ 

   総トン数 １８９トン 

 

   事故種類 衝突（桟橋） 

   発生日時 平成２３年１２月２４日 ０８時４７分ごろ 

   発生場所 愛媛県松山市松山港第１区 

         松山港高浜
たかはま

５号防波堤灯台から真方位２０２°６４０ｍ付近 

         （概位 北緯３３°５３.４′ 東経１３２°４２.２′） 

 

 

                        平成２５年５月９日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  庄 司 邦 昭 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 

 

＜概要＞ 

 旅客船宮島
みやじま

は、船長ほか４人が乗り組み、乗客１１人を乗せて愛媛県松山市松山港

第１区の観光港第２桟橋で着桟作業中、平成２３年１２月２４日（土）０８時４７分

ごろ双胴型船体の左舷側の船首が同桟橋に衝突した。 

 宮島には、左舷側の船首部に破口が生じたが、乗客及び乗組員に死傷者はいなかっ

た。 

 

＜原因＞ 

 本事故は、宮島が、松山港第１区において観光港第２桟橋に着桟作業中、船長が針

路約１６０°で観光港第２桟橋に向けて航行したため、船首部が観光港第２桟橋先端

から約５ｍ離して観光港第２桟橋とほぼ平行で通過し、船尾部が観光港第２桟橋の先

端部を通過中、左舷船尾部に南西方向へ流れる潮流を受け、船首が左回頭を始め、左



 

 

舷側の船首が観光港第２桟橋に衝突したことにより発生した可能性があると考えられ

る。 

 船長が、針路約１６０°で観光港第２桟橋に向けて航行したのは、これまでに何度

も本事故時と同様の着桟操船を行い、無事に着桟できたことから今回も無事に着桟で

きると思ったことによるものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 旅客船宮島
みやじま

は、船長ほか４人が乗り組み、乗客１１人を乗せて愛媛県松山市松山港

第１区の観光港第２桟橋で着桟作業中、平成２３年１２月２４日（土）０８時４７分

ごろ双胴型船体の左舷側の船首が同桟橋に衝突した。 

 宮島には、左舷側の船首部に破口が生じたが、乗客及び乗組員に死傷者はいなかっ

た。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２３年１２月２６日、本事故の調査を担当する主管調査

官（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

平成２３年１２月２６日、平成２４年１月２６日、２月８日、３月７日 口述聴

取 

平成２４年１月１１日、２月１３日、１５日、３月６日 回答書受領 

平成２４年１月１７日 現場調査 

平成２４年１月１９日 現場調査及び口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、宮島（以下「本船」という｡）の船長、機関長及

び瀬戸内海汽船株式会社（以下「Ａ社」という｡）の運航管理者の口述によれば、次

のとおりであった。 

 本船は、広島県広島港～松山港間を運航する定期高速旅客船であり、船長ほか４人

が乗り組み、平成２３年１２月２４日０７時３０分ごろ乗客７人を乗せ、広島港を出

港し、０７時５２分ごろ広島県呉市呉港に寄港して乗客４人を乗せ、０７時５３分ご

ろ出港して松山港に向かった。 
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 本船は、船長が操船、機関長が機関操作、操舵手及び機関員が見張りにそれぞれ当

たって航行を続け、０８時４２分ごろ松山港高浜５号防波堤灯台（以下「防波堤灯台」

という｡）から約２６０°（真方位、以下同じ｡）１,１００ｍ付近において、松山港

内の観光港第２桟橋（以下「本件桟橋」という｡）に左舷着けで着桟するため、速力

を約３０ノット（kn）（対地速力、以下同じ｡）から約１２knに減速して東進を始め

た。 

 船長は、機関長に操船制御モードを航海モードから港湾モードに切り替えさせ、 

ジョイスティックレバー及びステアリングレバーを操作するため、操舵室内左舷側の

ウイング操作パネルの前に移動して見張り及び操船を行い、操舵手及び機関員をそれ

ぞれ船首及び船尾の配置に就けた。 

 船長は、本件桟橋に掲揚された本件桟橋付近の潮流の流向と強さを知らせるための

旗を視認して潮流が南流で強いことを知り、船体が南方に圧流されることを考慮し、

東進したのち、本件桟橋の延長線付近で右転して本件桟橋に平行となるように接近す

ることとした。 

 船長は、防波堤灯台から２２１°５２０ｍ付近において、本件桟橋の延長線付近に

達し、本件桟橋先端までの距離が約１７０ｍに接近したとき、本件桟橋に着桟するた

めに右転して針路を約１６０°に定め、約１０knの速力で本件桟橋に向けて航行した。 

 船長は、これまでに何度も同様の着桟操船を行い、無事に着桟できたことから今回

も無事に着桟できると思い、本件桟橋に接近した。 

 船長は、本船船首部が本件桟橋先端を約５ｍ離して本件桟橋とほぼ平行で通過し、

船体中央付近の操舵室が本件桟橋先端を通過して間もなく、機関を中立として前進惰

力で徐々に着桟予定場所に接近した。 

 船長は、衝突の約５秒前、本船船尾部が本件桟橋の先端部を通過中、左舷船尾部が

南西方向に流れる潮流に圧流されて本件桟橋から離れるようになって船首が左回頭を

始めたので、態勢を立て直すため、ステアリングレバーで右舵一杯を取り、続いて舵

を中央に戻し、ジョイスティックレバーで後進一杯としたが、０８時４７分ごろ、防

波堤灯台から２０２°６４０ｍ付近において、本船の左舷側の船首が、約２～３knの

速力で本件桟橋に衝突した。 

 船長は、機関を中立にしたのち、微速力前進、中立として０８時５０分ごろ本件桟

橋に着桟した。 

 船長は、乗客１１人を下船させたのち、本件桟橋に降りて左舷側の船首部を確認し

たところ破口があったので、操舵手に船体内部への浸水の有無を確認させ、異常がな

い旨の報告を受けたことから、広島港への航行を決定し、新たに乗客４７人を乗せ、

０９時００分松山港を出港した。 

 本船は、１０時０８分ごろ定刻どおりに広島港内の桟橋に着桟した。 
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 本船を運航管理するＡ社の運航管理者及び運航管理補助者は、広島港で本船の損傷

状況を確認したのち、修理が必要と判断して入渠させることを決定し、また、海上保

安庁に本事故を連絡した。 

 

 本事故の発生日時は、平成２３年１２月２４日０８時４７分ごろで、発生場所は、

防波堤灯台から２０２°６４０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図、写真１ 本船、写真２ 本件桟橋 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 乗客及び乗組員に死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 船長及び運航管理者の口述によれば、左舷側の船首部の水面上に破口が生じた。 

 

２.４ 船舶以外の施設等の損傷に関する情報 

 船長の口述によれば、本件桟橋に損傷はなかった。 

 

２.５ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状 

    船長 男性 ４２歳 

     四級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 平成７年８月７日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２２年７月２９日 

      免状有効期間満了日 平成２７年８月６日 

  (2) 主な乗船履歴等 

    船長の口述によれば、次のとおりであった。 

    昭和６１年３月ごろＡ社に入り、司厨員としてフェリーに乗り組んだのち、

本船に平成５～６年ごろから操舵手として３～４年間乗船し、他船の操舵手、

甲板長、一等航海士の職を経て平成２１年に船長職をとるようになり、平成 

２３年６～７月ごろから本船の船長として乗船していた。 

  (3) 健康状態 

    船長の口述によれば、船長は、本事故当時、健康状態は良好であり、視力は

両眼共に裸眼で１.２、聴力は正常、アルコール類の摂取はしていなかった。 
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２.６ 船舶等に関する情報 

 2.6.1 船舶の主要目 

船 舶 番 号  １３４１１４ 

船  籍  港  広島県広島市 

船舶所有 者  Ａ社 

総 ト ン 数  １８９トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ３１.５０ｍ×９.８０ｍ×３.５０ｍ 

船    質  軽合金 

機    関  ディーゼル機関２基 

出    力  １,８３８.７kＷ／基 合計３,６７７kＷ 

推  進  器  ウォータージェット装置２基 

進水年月 日  平成６年３月７日 

 

 2.6.2 積載状態 

  船長の口述によれば、本事故当時、乗客１１人を乗せ、喫水は、船首約１.６５

ｍ、船尾約２.００ｍであった。 

 

 2.6.3 船舶に関するその他の情報 

   (1) 船長及び機関長の口述によれば、本事故当時、０.７５海里レンジに設定

したレーダー、ＧＰＳプロッターを使用中であり、船体、機関及び機器類に

不具合又は故障はなかった。 

   (2) 本船は双胴型の高速船であり、左舷及び右舷にウォータージェット推進装

置を装備しており、それぞれのウォータージェットをディーゼル機関で駆動

し、左右各舷のウォータージェット及びエンジンを制御するコントローラを

有していた。主機関遠隔操縦装置取扱説明書及びウォータージェットコント

ローラ取扱説明書によれば、次のとおりであった。 

    ① 通常の操船時には航海モードを使用し、主に港での離着桟時の横滑り

（横移動）や一点旋回を行うときには港湾モードを使用する。 

    ② 航海モード制御では、ステアリングレバーを左右に動かすことにより、

両舷のウォータージェットは同じ方向に動き、通常の船舶の舵取りと同様

な働きをする。また、ジョイスティックレバーは前後方向の倒れ角にのみ

有効で推力調整と機関回転数の制御を行うことができる。なお、同制御は、

操舵室コンソールに組み込まれた中央操縦パネルで行う。 

    ③ 港湾モード制御では、ジョイスティックレバーを前後方向に倒すことに

より航海モード制御使用時と同じ機能が得られ、さらに横方向に倒すこと
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で船を横滑りさせることができる。ジョイスティックレバー操作時におい

てもステアリングレバーの機能は生きており、それぞれを組み合わせるこ

とにより、風、潮流の影響で船が回頭した場合にその動きを補正すること

ができるほか、一点旋回などの複雑な操船ができる。なお、同制御は、左

右各舷のウイングに設けられたウイング操縦パネルで行う。 

  

２.７ 本船の運航状況に関する情報 

 船長及び運航管理者の口述によれば、本船の平成２３年１２月２４日における運航

スケジュールは、次表のとおりであり、広島港と松山港間を３往復する予定であった。 

広島港発 呉  港 松山港着 松山港発 広島港着 

０７：３０ ０７：５３ ０８：４７ ０９：００ １０：０８ 

１２：００ １２：２３ １３：１７ １４：３０ １５：３８ 

１７：３０ １７：５３ １８：４７ １９：００ ２０：０８ 

 

２.８ 本件桟橋に関する情報 

 海上保安庁発行の水路図誌、海図Ｗ１１２４並びに運航管理者の口述及び回答書に

よれば、次のとおりであった。 

  (1) 本件桟橋は、高浜瀬戸東側の松山港第１区に設置されていた。愛媛県が管理

してＡ社が使用する岸壁から北西方に延びる約１２０ｍの浮桟橋であり、水深

約５～８ｍの場所に設置されていた。 

  (2) 本件桟橋は、岸壁から第１基、第２基及び第３基の３つの浮体で構成され、

長さがそれぞれ３０ｍであり、岸壁側２基の幅が約１４ｍ、先端部１基がその

半分の約７ｍとなっており、隣り合う浮体がチェーンでつながれていた。 

  (3) 本船の着桟予定場所は、第１基の南西側であった。 

 

２.９ 気象及び海象に関する情報 

 2.9.1 気象観測値及び潮汐 

   (1) 本事故発生場所の南方約７㎞に位置する松山南吉田地域気象観測所におけ

る本事故当日０８時５０分の観測値は、次のとおりであった。 

     風向 北西、風速 ６.７m/s、気温 ６.３℃ 

   (2) 海上保安庁刊行の潮汐表、潮流図及び天測暦によれば、次のとおりであっ

た。 

    ① 本事故当時の松山港における潮汐は、上げ潮の末期に当たり、本事故発

生場所の南西方約１,５００ｍ付近の高浜瀬戸南口における潮流は、０７
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時３２分が北流最強の約３.８kn、１０時５９分が転流時となり、本事故

当時の現場付近の潮流は、北流であり、流速は約３.１knであった。 

    ② 本事故当日の釣島水道では、０４時５７分南西流から北東流へ転流し、

本事故当時、北東流が約２.７knの最強時となり、１２時０９分南西流に

転流した。 

   (3) １２月２４日の月齢は２８.７であった。 

   (4) 松山地方気象台から１２月２４日０４時１０分に松山市に強風、波浪注意

報が発表された。 

 

2.9.2 乗組員の観測 

  船長の口述によれば、本事故当時、天候は晴れ、風速約５m/sの北風が吹き、波

高約０.５ｍであり、視界は良好であった。潮流は、強い南西流であった。 

 

２.１０ 事故水域に関する情報 

  (1) 海上保安庁発行の瀬戸内海水路誌によれば、松山港の概要は、次のとおりで

あった。 

    四国の北西岸、釣島水道の東方にあり、年間を通じて風向は北西が最も多く、

年間を通じて風の強い時期は２月～４月の間である。 

    各防波堤内は、風波に対して安全であるが、冬季、北西の強風時には、かな

りうねりが入ることがある。 

    高浜瀬戸は、北方から松山港に入港する際の水路で、最狭可航幅約５００ｍ、

中央の水深５０ｍ内外であるが、潮流が強い。高浜瀬戸では、上潮流は北方へ、

下潮流は南方へ流れ、釣島水道よりも約１時間１０分早く転流する。最強流速

は５knに達することがある。 

  (2) 海図Ｗ１１２４の潮流記事によれば、次のとおりであった。 

    高浜瀬戸では、潮時によって主流位置が東又は西に偏るので、沿岸域の流れ

は不規則である。  

    九十九島から高浜泊地に至る岸寄りでは、北東流の流続時間は短く、一日中

の大半は南西流で、その流速は０.５～１.０knに及ぶ短周期の変動を起こすの

で、操船上十分な注意が必要である。 

  (3) 船長の口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 本件桟橋付近の潮流は、複雑な動きをして秒単位で方向や強さが変わった。

潮汐表で北東に流れる潮の場合でも、九十九島からのわい潮や本件桟橋沿い

に流れる潮の影響で南西に流れることがあった。 

   ② 本件桟橋の先端付近に発泡スチロールが浮かんでおり、本事故時にはその
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発泡スチロールが大きく左右に揺れていた。 

   ③ Ａ社の松山代理店の社員は、本件桟橋での離着桟時に係船作業を補助する

一方、本件桟橋付近での潮流も調べ、潮流の向き、強さを高速船の乗組員に

伝えていた。社員は、本件桟橋の基部付近に旗を掲げてその方向、強さを知

らせるが、南流の場合には、緑色の旗、北流の場合には赤色の旗を掲げ、潮

流の強さは掲げる旗の枚数で示していた。ただし、強さについては、旗が２

枚の場合は強く、１枚の場合は弱い流れを表すが、具体的数値を示すもので

はなかった。また、潮の流れがないときは、同時に緑色及び赤色の旗を掲げ

ていた。 

     本事故当時は、緑色の旗が２枚掲げられていた。 

 

２.１１ 安全管理体制に関する情報 

運航管理者の口述及び回答書によれば、次のとおりであった。 

  (1)  安全管理体制について 

    Ａ社は、本船を含めて２隻の高速船及び２隻のフェリーを広島～松山間に、

このほかの航路などに７隻をそれぞれ就航させ、合計１１隻の船舶を運航管理

していた。 

    Ａ社は、安全管理規程及び同規程に基づく運航船舶の具体的な運航基準を定

め、安全統括管理者１人を置き、その下に運航管理者１人、副運航管理者１人

及び運航管理補助者３人を置いて安全管理体制を構築していた。     

  (2)  安全方針について 

    Ａ社の安全方針は、次のとおりであった。     

   ① 安全最優先 

   ② 法令遵守 

   ③ 安全管理体制の維持及び改善 

(3) Ａ社の訪船活動について 

    Ａ社では、安全統括管理者及び運航管理者が主となり、原則として毎月１回

以上高速船の訪船活動を行い、本船にも平成２３年４月１９日、１１月１５日、

１２月１０日に訪船活動を行った。訪船の目的は、法定書類や法定備品の管理

状況、救命胴衣の保管状況、基準航路等の安全管理規程の遵守状況等の確認で

あった。 

  (4) Ａ社の教育及び訓練について 

        Ａ社では、毎月開催される安全対策委員会において、関係会社及び運航管理

船１１隻から報告されるヒヤリハット情報の原因、再発防止策等を審議して対

策を周知したり、運航管理船の月ごとの訓練計画及び訓練実施状況を報告した
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りしており、同委員会に運航管理船の船員の代表として１～２人を参加させて

いた。運航管理船の訓練の内容は、総員退船、非常操舵、防火及び防水訓練で

あったが、必要に応じて行った教育及び訓練は、次のとおりであった。 

   ① 安全対策委員会で船員災害防止協会作成の「ヒヤリハット実例集」及び

「ＫＹＴイラスト集」を活用したヒヤリハット及び危険予知訓練 

   ② 台風関係情報を資料化して活用した教育 

   ③ 運輸局で開催された安全統括管理者及び運航管理者研修の資料を教育訓練

の一環として各船に配布 

      ④ 広島市消防局による「普通救命講習」を実施（平成２３年度は２５人の乗

組員が受講した｡） 

(5) 事故報告について 

    Ａ社では、事故処理基準に定める事故が発生したときには、安全管理規程に

定められているとおり、必ず運航管理者に連絡を行うように指導していた。 

    ただし、航行に支障がない場合は、船長からＡ社に連絡は行っておらず、ま

た、その必要もなかった。 

  

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１から、次のとおりであった。 

   (1) 本船は、２４日０８時４２分ごろ、松山港の本件桟橋へ左舷着けで着桟す

るため、速力を約３０knから約１２knに減速したものと考えられる。 

   (2) 本船は、防波堤灯台から２２１°５２０ｍ付近において、本件桟橋先端ま

で約１７０ｍに接近したとき、船長が、右転して針路を約１６０°とし、約

１０knに減速したものと考えられる。 

   (3) 本船は、船首部が本件桟橋先端を約５ｍ離して本件桟橋とほぼ平行で通過

したものと考えられる。   

   (4) 本船は、船尾部が本件桟橋の先端部を通過中、左舷船尾部に南西方向へ流

れる潮流を受けて船尾部が本件桟橋から離れるようになり、船首が左回頭を

始めたので、船長が、右舵一杯とし、次いで機関を後進一杯にしたが、左舷

側の船首が本件桟橋に衝突した可能性があると考えられる。 
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 3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、本事故の発生日時は、平成２３年１２月２４日０８時４７分ごろで、

発生場所は、防波堤灯台から２０２°６４０ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.3 衝突の状況 

  ２.１から、本船の左舷側の船首が本件桟橋に衝突したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.５(1)から、船長は、適法で有効な海技免状を有していた。 

   (2) 船舶 

     2.6.3(1)から、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はな

かったものと考えられる。 

 

 3.2.2 見張り及び操船の状況に関する解析 

  ２.１から、次のとおりであった。      

   (1) 本船は、本件桟橋へ左舷着けで着桟するため、速力を約３０knから約１２

knに減速したものと考えられる。 

(2) 船長は、操舵室内左舷側のウイング操作パネルの前に移動し、見張り及び

操船を行い、本件桟橋に掲揚された旗を見て潮流が南流であることを知り、

本件桟橋の延長線付近まで東進することにしたものと考えられる。  

   (3) 船長は、本件桟橋先端まで約１７０ｍに接近したとき、右転して針路を約

１６０°とし、約１０knに減速したものと考えられる。 

   (4)  船長は、これまでに何度も同様の着桟操船を行い、無事に着桟できたこと

から今回も無事に着桟できると思い、針路約１６０°で本件桟橋に向けて航

行し、船首部が本件桟橋先端から約５ｍ離して本件桟橋とほぼ平行で通過し

たものと考えられる。 

(5) 船長は、操舵室が本件桟橋先端を通過して間もなく、機関を中立として 

前進惰力で着桟予定場所に接近したものと考えられる。 

(6)  船長は、船尾部が本件桟橋の先端部を通過中、左舷船尾部に南西方向へ流

れる潮流を受けて船尾部が本件桟橋から離れるようになり、船首が左回頭を

始めたので、操作パネルのステアリングレバーで右舵一杯とし、次いでジョ

イスティックレバーで機関を後進一杯とした可能性があると考えられる。 
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 3.2.3 気象及び海象に関する解析 

  ２.９及び２.１０から、次のとおりであった。 

本事故当時、天気は晴れ、風力２～３の北北西風が吹き、視界は良好であり、潮

汐はほぼ高潮時であったものと考えられる。 

本事故発生場所付近は、潮流の流れが複雑になっており、本事故当時は南西方向

に流れる潮流が約０.５～１.０knであった可能性があると考えられる。 

   

3.2.4 事故発生に関する解析 

  ２.１、２.１１、3.1.1、3.2.2 及び 3.2.3 から、次のとおりであった。 

   (1) 本船は、松山港第１区において、本件桟橋へ左舷着けの着桟作業中、速力

を約３０knから約１２knに減速し、船長が、本件桟橋に掲揚された旗を見て

潮流が南流であることを知り、本件桟橋の延長線付近まで東進することにし

たものと考えられる。 

   (2) 船長は、本件桟橋先端まで約１７０ｍに接近したとき、針路を約１６０°

とし、約１０kn に減速したものと考えられる。 

(3) 船長は、これまでに何度も同様の着桟操船を行い、無事に着桟できたこと

から、今回も無事に着桟できると思い、針路約１６０°で本件桟橋に向けて

航行し、船首部が本件桟橋先端から約５ｍ離して本件桟橋とほぼ平行で通過

したものと考えられる。 

   (4) 船長は、船尾部が本件桟橋の先端部を通過中、左舷船尾部に南西方向へ流

れる潮流を受けて船尾部が本件桟橋から離れるようになり、船首が左回頭を

始めたので、右舵一杯とし、次いで機関を後進一杯にしたものの、針路約 

１６０°で本件桟橋に向けて航行したことから、左舷側の船首が本件桟橋に

衝突した可能性があると考えられる。 

 

 

４ 原 因 
 

 本事故は、本船が、松山港第１区において本件桟橋に着桟作業中、船長が針路約 

１６０°で本件桟橋に向けて航行したため、船首部が本件桟橋先端から約５ｍ離して

本件桟橋とほぼ平行で通過し、船尾部が本件桟橋の先端部を通過中、左舷船尾部に南

西方向へ流れる潮流を受け、船首が左回頭を始め、左舷側の船首が本件桟橋に衝突し

たことにより発生した可能性があると考えられる。 

 船長が、針路約１６０°で本件桟橋に向けて航行したのは、これまでに何度も本事

故時と同様の着桟操船を行い、無事に着桟できたことから今回も無事に着桟できると
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思ったことによるものと考えられる。 

 

 
５ 再発防止策 

 

本事故は、本船が、松山港第１区において本件桟橋に着桟作業中、船長が針路約 

１６０°で本件桟橋に向けて航行したため、船首部が本件桟橋先端から約５ｍ離して

本件桟橋とほぼ平行で通過し、船尾部が本件桟橋の先端部を通過中、左舷船尾部に南

西方向へ流れる潮流を受け、船首が左回頭を始め、左舷側の船首が本件桟橋に衝突し

たことにより発生した可能性があると考えられる。 

 

５.１ 本事故後に講じられた事故等防止策 

 5.1.1 本船船長により講じられた措置 

  着桟操船については、潮流の影響を考慮し、今まで以上に本件桟橋から離れて余

裕をもって着桟操船を行うこととし、また、早期に減速を行い、いつでも停船でき

る速力で操船を行うこととした。 

   

 5.1.2 Ａ社により講じられた措置 

   (1) 事故はヒューマンエラー等で起こり得ることを船員に教育した。 

   (2) 安全運航のために「ＢＲＭの実践」を作成し、各船に配付した。 
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付図１ 推定航行経路図 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本件桟橋 

 




